
轟
婚
柵

…叢

最
低

生
活
費
免
税
論

・

植

民
政
策
是
非

・

小
作
制

と
小
作
法

経

済
道

と
纏
濟
術

海
運

に
於
け

る
競

争
と
猫
占

・

時

弥
醐

我
邦
消
費
税
の
艦
系
を
論
ず

・

説

弛

リ

ッ
ケ

ル
ト

の
債

値

鱒

系

・

蕾
.尾

張
藩

に
於

け

る
地
割

制

度

雑

録

、、峨
櫛
峨
巖
国

富

統

計

」
を
讀

み

て

・

.

法
撃
壌
士

麦
學
博
士

注
學
術
士

注

學

士

法

學

士

注
學
博
士

文
學
樽
土

農

學

士

・法

華

士

小

川
郷

太
郎

原

勝

郎

河

田

嗣

郎

作

田

旺

一

小

島
昌
太
郎

耐

戸

正

雄

米

田
庄
太
郎

奥

田

或

汐

見

三

郎

{

～
一{`ア

.

…

短



/

小

作

制
ミ

小

作

法

(
二

)

.

河

田嗣

郎

小

作

制

一

般
.
承

前
)

純
企
業
ε
し
て
の
小
作
制
が
、
現
今
諸
國
に
於
け
る
小
作
制
度

の
原
則
的
形
式
た
ら
む
ご
す

る
の
傍
、
荷
ほ
未

だ
完
全
な
る
凋
立
の
企
業
組
織
た

乳
の
實
質
を
備

へ
ざ
る
小
作
制

の
、
諸
國
に
淺
在

せ
る
も
の
あ
る
を
見

る
。
就

}

中
最
も
廣
C
行
は
れ
、
夙
に
世

に
紹
介
さ
れ
て
之
に
關
す
る
研
究
も
行
は
れ
て
来
た
の
は
、
彼
の
分
盆
小
作
制
な

る
も
の
之
で
あ

る
。

分
盆
小
作
制
は
、
地
主
が
土
地
を
提
供
す
る
ご
同
時
に
場
合
に
依
て
は
脛
壁
上
に
必
要
な
る
資
本

(
イ
ソ
ヴ

エ

ソ
タ
ー
ル
)
の
全
部
叉
は

一
部
〔家
畜
、
農
具
、
種
子
等

)を
供
給
し
、
小
作
人
は

一
家
の
勢
働
力
を
擧
げ
て
主

ε

し
て
勢
務
の
提
供

に
依
て
、
其
の
土
地

の
上
に
生
産
経
瞥
を
行
ひ
、
然
か
も
其

の
経
管
の
方
針
及
び
貴
地
施
行

に

關
し
て
は
、
必
ず
し
も
之
を
凋
立
専
行
す
る
を
得
な

い
で
、
地
主
が
之
に
闕
典
上
客
賑
す

る
場
合
少
か
ら
す
、
而

む

む

む

り

し
て
其

の
生
産

に
依

る
牧
穫
物
は
、
豫
め
約

さ
れ
た
る

一
定
歩
合
(通
常
半

々
)
を
以
て
、
地
主
ε
小
作
人
ε
の
間

に
、
を
の
質
物

の
儘

に
分
割
所
得
す
る
制
度
で
あ
る
。
即
ち
此
の
制
度
の
下
に
於
け

る
小
作
人
は
、
彼
の
純
企
業

　

　

　

小
作
制

に
於

け

る
が
如
く

に
、
契
約

上

に
定

め
ら
れ

陀

る

一
定
額

の
小
作
料

を
翫
或
は
其

の
貨
幣

償
格

に
於

て
或

論

叢

小
作
制
こ
小
作
法
〔二
)

第
†
四
巻

〔第
二
號

二
九

一)

四
一



論

叢

小
作
制
ご
小
作
法
(二
)

第
十
四
巻

(第
二
號

二
九
二
)

四
二

は
其

の
實
物
量

に
於

て
地

主

に
支

沸

ふ
も

の
で
は
な

く
、
年

々
の
収
穫

の

一
定
歩
合
宛

を
地

主

ε
の
間

に
分
割
す

る
も

の
で
あ

る
か
ら
、
其

額

は
年

々
の
作
柄

の
豊

凶

に
依

る
牧
穫
量

の
多
少

に
慮
じ

て
、
決
し

て
分
量

的

に

一
定

せ
な

い
の
で
め
る
。

さ
れ
ば
此

の
制

度

の
下

に
於
け

る
小
作
人
は
、
純

企
業
的

小
作

制

に
於
け

る
小
作

人

の
や
う

に
、
年

の
作
柄

の

豊

凶
に
依

る
牧
盆

の
多
少

に
拘
ら
す

、
豫

め
契
約

さ

れ
た

る
だ
け

の

一
定
額

の
小
作
料

は
之

を
地
主

に
支
梯

ひ
、

そ

の
経
管

上
の
企
業
的
損
得

は

}
切
之
を
自

己

の
肩

上
に
負
措
す

る
も

の
で
な

く
、
牧
穫

の
多
少
、

從

て
生
す

る

経
鞍
上

の
報
酬
は
、
多
く

も
少
く

も
、
常

に
之
を
地

主

こ
の
聞

に
分
割
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
其

の
意
味

に
於
て
、

地

主

電
小
作
人

ビ
は
、
共

同
脛
螢

着
た

る
性
質
を
有

す

る
。
從

て
そ
の
小
作
人

は
、
樹
立
な

る
企
業
家

た

る
資

格

の

を

有

せ

な

い

の

で

あ

る

L。

、

巫

藪

に
於
て

か
.
此

の
制

度

に
濁

し
.て
は
、
學
者

に

依

て
は
之
を
小
作

制
ε
見

る
を
愛
當
な
ら
す

`
し
、
寧

ろ
之

は

一
種

の
勢
働
契
約

制

ε
見

る

べ
き
も

の
亡
者

へ
て

居

る
。
即
ち
此

の
制
度

は
、
地

主
が
農
業
経
螢

を
行

ふ
に
當

っ
て
、
其

の
勢
働
者
を
雇

入

る
」
に
、
之

に

一
定
額

の
貨

幣
叉

は
蜜
物

労
賃

を
支
給
す

る
こ
ε
な
く
、
之

に
與

ふ
、

る

に
牧

穫
實
物

の

一
定
歩

合
を
以

て
し
、
之
を

以
て
其

一
家

の
労
働

に
封
ず

る
報
酬

に
當

て
る
所

の
、
一
種

の
勢
働

契
約
制

な
り

ε
す

る
の
で
あ

る
。

而

し
て
勢
働
者

は

、
雇

傭
勢
働

制

に
於
け

る
が
如

く
、
日

力
の
勢
働

に
…劃
し
て
、

其

の
効

果

ε
は
無
闕

係
に
、
契
約

上

の

一
定
勢
賃

を

受
取

る
こ
ε
は

な

い
け
れ
こ
も

、
そ
分

一
家
は
、
供
與

せ
ら

8)Buchellbe1・ger.Ag1'arwessnu.Agrarpoliしil(,2.Aufl,S,186ff.;∫..S.Mill,

Princip】e5,book11.Chapt,VIII.(p.r88);N正arshall,Pi'inciples、p.730.一
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,

れ
た
る
農
地

の
上
に
指
示
さ
れ
た
る
生
産
上
の
効
果
を
翠
ぐ
る
に
足
る
べ
き

一
切
の
注
意
ε
勢
働
ε
を
爲
す

べ
き

義
務
を
負
ひ
、
其
代
り
其
の
脛
瞥
よ
り
生
れ
る
生
産
牧
盆
は
、
多
け
れ
ば
多
き
ま
玉
に
、
少
な
け
れ
ば
少
き
ま
N

に
、
其

の
實
物
に
於
て

一
定
歩
合
だ
け
之
を
勢
働
に
封
ず
る
報
酬
ε
し
て
所
得
す
る
を
許
さ
る
、
次
第
で
、
之
れ

亦

「
種

の
勢
賃
支
佛
方
法
た
る
に
外
な
ら
す
、
そ
の
方
法
に
依
.る
勢
働
契
約
の
行
は
る
ン
形
式
が
即
ち
此
の
制
度

の

な

b
ε
説
明
す

る
の
で
あ
る
。

此

の
両

様

の
解
羅

は
、
そ

の
何
れ
を
探

っ
て
も
差

支
な
く
、
之

を

↓
種

の
勢

働
制

ご
見

る

こ
ご

の
不
可
な
ら
ざ

る
如

く
、
叉
此
を

一
種

の
小

作
制

ε
見

て
、
小
作
制

度

の
分
類
中

に
加
ふ

る
こ
ε
も
.
何
等
不
可

な

る
理
由

を
持

た

ぬ
。
而

し
て
従
来

は
渦
其

の
勢
務
経
管
者

が
、
経

管
上
全
然
自
由

で
は
な
く

ε
も
、
少

く

ざ
も
凋
立
な

る
勢
働

を

爲
す

を
得

、
経
管

に
参
興
す

る
ご

い
ふ
よ
り
も
、
寧

ろ
地

主

ε
共
同
脛

瞥
看

た
り

、
或

は
地
主

は
だ

讐
経

管
上

の
大
膿

に
闕
典
す

る

に
渦
ぎ
す

、
大
抵

の

こ
ε
は
勢

務
者

の
自
由
裁
量

に
委
か
せ
て
脛

瞥
を
行

は
す

も
の
た

る
所

よ
り
、
や

は
り
此
の
制
度
は
、
之

を
小
作
制

の

「
種

ご
見

る
こ
ε
が
、
普
通

に
行

は
れ
た
る
見
解

な
り

ε
す

る
。

然

か
し
そ
が
小
作
制

の

一
種

た
る

に
し

て
も
、
小
作

人

が
彼
の
獲
達

せ
る
純

企
業
的

小
作
制

の
小
作

人
の
や

う

に
、

完

全
な

る
企
業
家

た

る
資
格

を
宿

せ
す

、
其

の
實
質

に
於

て
は
企
業
家

た

る
資

格

よ
り
も

、
寧

ろ
多

く
勢
働
者

だ

る
資

格
を
有
す

る
黙

よ
b
し
て
、
此

の
制
度

は
、
甚

だ
特

色
あ

る
も
の
ε
し
て
敢

扱

は
れ

て
来

た

の
で
あ

る
。

、而

し
て
此

の
小
作
契

約
は
、
交
書

に
依
て
「
又

明
確

に
期

間
を

定
め
て
取
結

ば

る

Σ
場
合

も
勿
論
な

い
で
は
な

論

叢

小
作
制
ぜ㌧小
作
法
(二
)

第
十
四
巻

(第
二
號

二
九
三
)

四
三

9)Buchenberger,a.
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「

.

論

叢

小
作
制
定
小
作
法
(二
)

第
十
四
巻

〔第
二
號

二
九
四
V

四
四

い
け

れ
ご
も
、
多

く
は
、
た

ゴ
ロ
約

に

依
り

、
期
間

の
如
き

も
豫

め
之
を
明

か
に
限
定

せ
す

、

一
定

の
告

知
期
間

さ

へ

(
そ
れ

こ

て
も
慣
習

的

に
定
ま

っ

て
居

る

に
過
ぎ

繊
が

)
守

れ
ば
、
何
時

に
て
も
双
方

よ
b
解
約

し
得

る
も

の
ご
し
、
其

の
解
約

の
行

は
れ
な

い
限

り
長
く
引
纏

い
て
同

一
小
作
人

に
依

て
小
作
せ
ら
れ
、

そ
の
死

亡

に
依

て

甫

め
て
契
約

の
解

か
る

＼
も

の
も
少

か
ら
ず

、

そ
の
死
後
相
綾

入

が
叉
引
続

い
て
其

の
小
作
を
行

ふ
や

う
な

の
も

あ

る
次
第

で
あ

る
。
要
す

る

に
契
約

ε

し
て
は
法
律
的

に
は
頗

る
不
完

全
な
る
形

に
於

て
、
圭

ε
し
て
慣

習

に
依

て
行

は

る
Σ
も

の
・し
す

る
。

さ
れ
ば
、

そ
の
小
作
制

ご
し
て

の
性
質
も

、
頗

る
原
始
的

の
佛
を
止

め
、
幼
稚
な

る

制

度
た

る
を
否

み
難

い
ε
同
時

に
、
其

所

に
ス
農
業

に

ふ
さ
は
し

い
面
白
味
も

あ

る
の
で
あ

る
。

.

元
來
農
業

は
、
顧

み
自
.然
纒
濟

的
な
性
質
を

有
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
現
今

文
明
諸
国

に
於

て
は
、
商

工
業
方

面

に
於

け

る
企
業
組
織

が
、
益

々
獲

達

す

る
に
連

れ
て
、
農

業
生
産
も
亦
漸

次
企
業
化

せ
ら

れ
、
瞥
利
本
位

の
も

の
ε
な
り

つ

、
あ
り

、
爲
め

に
地

主

ε
小
作
人

こ
の
關
係

の
如

き
も

、
其
間

に
存

し
だ

る
曩

日
の
道
徳
的
要
素

が

漸

次
減

少
し
て
、
純
事
務
的
關
係

た
ら

ん
こ
す

る
の
勢

が
進

み

つ
Σ
あ
る
け
れ
こ
も
、

そ
れ
で
も

ま

だ
賞
歎

は
、

商

工
業

に
於
け

る
ほ
こ
に
は
な

り
得

な

い
で
居

る
。

之
は

一
つ
に
は
農

業

ざ

い
ふ
業
務
本

來

の
性

質

に
依

る
も

の

た

る
を
思
は
な

く
て
は
な
ら

の
。

而

し
て
此

の
観
黙

よ
り

し
て
之

を
見

れ
ば
、

分
盆

小
作

制

の
如

き
は
、
農
業
本

家

の
性
質

に
は

、
甚

だ
好
く
適

合

せ
る
所
が
あ

っ
て
、

そ
の
有
す

る
弊
害

の
少

か
ら

ざ
る

に
拘
ら
す

、
現

今
術

ほ

可
也
廣

く
立

明
諸
園
内

に
於

て
も

行

は
れ

つ
」
あ

る
所
以

の
も

の
は
、
實

に
此
所

に
存
す

る
ε
せ
な

け
れ
ば
な
ら



甲

ぬ
。
即
ち
其
筈

の
黙
は
、
此
の
制
度
の
有
す

る
長
所
ざ
し
て
藪

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
弧
の
で
あ
る
。

即
ち
此
の
制
度
は
、
之
を
小
作
制
の

】
種
ご
し
て
見
る
も
、
將
叉
前

に
述

べ
た
や
う
な
意
味

で
之
を
勢
働
契
約

の

一
種
ε
見
る
に
し
て
も
、
其
の
本
來

の
性
質

が
、
甚
だ
勢
資
協
調
的
の
も
の
で
あ

っ
て
、
土
地
資
本
は
之
を
有

す

る
け
れ
ご
も
、
之
を
自
ら
利
用
し
て
其
上
に
自
螢
農
業
を
駕
し
得
ざ
る
者

ε
、
勢
働
は
之
を
爲
し
得

る
け
れ
ご

も
、
濁
立
に
之
を
用

ゐ
得

べ
き
土
地
資
本
を
有
せ
ざ
る
者
ε
が
相
結
む
で
、

一
種
の
共
同
的
輕
瞥
を
駕
し
、
そ
の

経
警
を
爲
す
に
就

い
て
は
、
互
に
相
扶
け
相
補
ひ
、
所
謂
和
衷
協
同
を
以
て
事
に
當
砲
を
以
て
本
旨
ご
爲
し
、
叉

そ
の
能
く
行
は
る
』
に
於
て
、
甫
め
て
、
業
務
上
に
好
成
績
を
擧
げ
得

べ
き
性
質
の
も
の
陀
る
に
外
な
ら

距
。
而

し
て
其
の
制
度
は
甚

だ
曹
式
な
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ざ
も
、
然
か
も
そ
の
精
神
に
於
で
は
、
現
今
工
業
方
面
に
於

て
も
要
求
せ
ら

る
》
所
の
勢
資
協
調
の
主
旨
に
叶

へ
る
も
の
を
有
し
、
然
か
も
そ
の
こ
嘘
、
農
業
ピ
い
ふ
業
務
が
水

球
相
互
扶
助
的
原
則
に
接
て
立

つ
に
於
て
の
み
能
く
繁
榮
す
る
を
得

べ
き
性
質
の
も
の
た
る
こ
ε
玉
柏
叶
ひ
内
此

の
制
度
を
し
て
、
醤
式
乍
ら
に
そ
の
遣
方
さ

へ
よ
け
れ
ば
能
く
現
代
に
適
合
し
得
る
所
あ
ら
し
む
る
。
少
く
ε
も

一
概
に
之
を
排
斥
し
得

べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
ら
し
む

る
。
.

此
の
制
度
の
下
に
於
け
.る
小
作
人
は
、
元
来
土
地
を
所
有
せ
な

い
者
で
、
然
か
も
資
力
薄
弱
な
る
着
た
る
爲
め

に
、
此
の
制
度
な
く
ば
、
農
業
上
の
雇
傭
勢
働
者
ε
な
る
か
、
.さ
な
く
ば
外
囲
や
郡
會
に
移
住
す
る
か
の
外
な
き

境
遇
に
居
り
、
純
企
業
的
な
る
小
作
を
も
引
受
け
て
之
を
行
ひ
得
な
い
や
う
な
人
々
を
以
て
多
撒

ε
す
る
の
で
あ

髄

蟹

小
作
制
定
小
作
法
(二
)

十
四
巻

(第
二
號
第
二
九
五
)

四
五

馳

,



論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
〔二
)

第
†
四
巻

(第
二
號

二
九
六
)

四
六

る
。

さ
れ
ば
此

の
制

度
の
在

乃

こ
ε
は

、
此
等

の
人

々
を
し
て
能
く
雇
傭
勢
働

よ
り
も
凋
立
な

る
小
作

勢
働

に
從

.

事
す

る
を
得

せ
し
む

る
次
第

で
、
之
が
爲

め
に
、
其

の
勢
働
者

ε
し
て
の
性
質

を
醇

化
し
又
そ

の
勢
働
能

率
を
増
-

さ
し
む

る
に
、
大

に
貢
献
す

ろ
所

あ
り

ε
せ
な

け
れ

ば
な
ら

阻
。
即
ち

之
に
依

て
勢

働
者

ピ
土
地

ご
の
間

の
關

係

を

し
て
、
雇
傭
勢
働

に
於
け

る
よ
り
も

渣
か
に
親
密

な
ち
し

め
、
叉

小
作
人

ε
地
主

ε
の
間

の
關

係
を

し
て
、
雇

傭

勢
働
者

ε
雇

主

ε
の
間

の
關
係

よ
り
も
、
小
作
人

に
有
利

な
ら

し
め
、
其

の
人
格
的
存
在

の
凋

立

ε
自

由
ξ
を

鋤

保

つ
を
得

せ
し
む

る
。

然

し
之

は
叉

一
面

に
於

て
は
、
容
易

に
弊
害

を
も
伸

ひ
得

る
次
第

だ

か
ら
、

↓
概

に
は
論

じ
難
く
、

よ
く
そ
の

實

際

の
状
態

に
就

い
て
、
事
情

を
見

た
上

で
な

く
て

は
、
輕
卒

に

一
般
的
判
断

は
爲

し
難
き
も

の
た

る
こ

ざ
も
、

忘

れ
て
な
ら

n
所

に
騰
す

る
。
即

ち
此

の
小
作
制

の

下
に
於

け

る
小
作

人
は
、
元
來
貧

弱
な

る
人
達

が
多

い
の
だ

か
ら
、
共

の
経
管
上

に
於

て
も

、
軍

に
た

罫

「
家

の
勢
働

だ
け

し
か
提

供
し
得

ざ
る
状

態

に
在
り
、
從

て
地
主

に
饗

し
て
は
其

の
地
位
甚

だ
濁

立
な

る
を
得

な

い
で
、寧

ろ
頗

る
從
厩
的
な

る
地
位

に
居

b
}
封
建
的
飴
臭

が
何
時
ま

で

も
遺

っ
て
居

て
、
主
従

關
係

の
残
存
す

る
も

の
も
少

く
な

い
有
様

ε
す

る
。
獲

て
其

の
地

位

は
、
雇
傭

勢
働
者

が

雇

主

に
蜀
し
て
有
す

る
地
位

よ
b
も
、
凋

立
な

く
自

由
な

き
も

の
も
無

い
で
は
な

い
。
電
命
前

の
佛
蘭

西

の
分
盆

小
作
農

民

の
状
態

に
就

い
て

ア
ー
サ
ー
、

ヤ
ン
グ

の
記

せ
る
所

の
如
き
は
、
そ

の
事
情
を
雄
辮

に
物

語
る
も

の
で

め

る
が
、
現
時

に
至

る
も
街

ほ
斯

か
る
状
態

の
、、
佛

蘭

西
や

伊
太

利
や
我

国
の

]
部

に
残

存
す

る
も
の

＼
無
き

に

1⑪)Bucbetiberger,a.a.0.S.1q1.
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邑

あ

ら
ざ

る
を

、
思

は
な
く
て
は
な
ら

識
。

分
盆

小
作
農
民

の
歌
態

が
劣
悪

な

る
所

に
在

っ
て

は
、
農
業
臓
何
時

ま
で
も
粗
放

的

に
行
は

れ
、
土
地

に
劃
す

る
改
良

的
注
意
を
彿

ふ

こ
ε
が
怠
ら
れ
、

小
作

人
等

は
永
久

に
渉

っ
て
土
地
生
産
力

の
培
養

を
す

る
に
心
掛

く

る

よ
b
も

、
差
當

b
脛
管
上

に
勢
費

を
省

い
て
、
'其

の
純

牧
盆
を
大
塗
ら

し
む

る

に
専

心
す

る
を
免

れ
難

い
。
即

ち

小
作
人

等
は
、
輕
瞥

⊥
に
勢
費
を

十

分
に
注
入

し
、

天
土
地

の
生
産
力

を
涵
養
す

る

に
足

る

べ
き
改
頁

的
施

設
を

爲

し
て
、
其

の
生
産

上
の
総

股
盆

を
大

に
す

る
ε
も

、
そ

の
牢

は
之
を
地
主

に
分
配

せ
な
け
れ
ば
な
ら
す

、
自
己

の
注
意

ご
勢
苦

の
結
果
が
自

己
に
專

騰
せ
な

い
で
、
無
籍

の
地
主

を
肥
や
す

に
役
立

っ
こ
ご
玉
な

る
を
馬
鹿
ら

し

く
思
ひ

、
そ
れ
よ
り
も
寧
ろ
熱
す

る
所

な

か
ら

ん
ε
欲

し
、
同
じ
く
熱
す

る
ほ
ご
な

ら
ば
、

そ
の
結
果

の
牧
得

を

自
己

に
專
ら

に
す

る
を
得

る
道

に
於

て
労
せ

ん
ご
欲

す

る
か
ら
で
あ

る
。

け
れ

ざ
も

又

そ
れ
は
、
分
盆

小
作
制

の
行

は

る
」
實
際

の
状
態

に
俄

な
こ
ε
で
、
契
約

の
内
容

ざ
地

方

方
々
に

於

け
る
實
歌

ご
を
見

た
上

で
な
く

て
は
、

}
概

に
は

論
じ
難

い
。

分
盆

小
作
制

は
上

の
如

き
鉄
黙

を
有
す

る
ご
同

時

に
、
叉

そ
の
小
作
人
は
雇
傭
勢
働
者

に
比
較
す
れ

ば
、
そ

の
使

用
す

る
土
地

に
劃
す

る
関
係
親
密

な

る
が
爲

め

に
、
悪

か

に
能
く
土
地

を
愛

し
、
其

の
生
産
力

の
枯

漏
す

る
な

き
ゃ
う

注
意

し
、
益

々
之
を
培
養
す

る

に
も
心

掛

ぐ

る
も

の
ξ
す

る
。

特

に
小
作
契

約

が
慣

習
的

に
永

年

に
渉

っ
て
存

続

し
、
小
作

人

の

一
生
を
通

じ
て
、
又
は
子

々
相
承

け

て
小
作
を
行

ふ
が
如

き
も

の
に
在

つ
で
は

、
小
作

人
は
名

は
小
作
人

た
り

ε
錐

も
、
そ

の
土
地

に
謝

す

論

叢

小
作
制
ミ
小
作
法
三

)
.

第
十
四
巻

(第
二
號

二
九
七
〕

四
七

11)Buchenbe】ger
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論

叢

小
作
倒
産
小
作
法
(二
)
.

第
+
四
巻

〔第
二
雅

二
九
入
)

四
八

る
實
際

關
係
は

、
所

有
關

係

に
於
け

る

ご
、
心

情

に
於

て
多

く
異

る
所

な

く
↓
土
地

を
愛
す

る
こ
ξ
土
地
駈
有
者

の
如

く
な

る
を
見

る

の
で
あ

る
。

然

る

に
前

に
も

之
を

明
か
じ
し
た
や

う

に
、

分
盆

小
作
制

は
、

そ
が
慣
習

に
基

く
所
多

き
制
度

た

る
だ
け
、
小

作

期
間

の
如

き
も
、
永
続

的
な

る
が
多

い
の
だ
か
ら

、
土
地

に
野

し
て
小
作

人

に
依

る
掠
奪
的
使

用

の
行
は

る

」

小
作
制

度
固

有

の
弊
害

は
、
期

限
付
な

る
小
作

制

に
於

て
短

き
小
作
期

間
が
契

約
的

に
明
確

に
定

め
ら
れ
た

る
も

の
に
於

け

る
ほ
こ
、
甚

し
く

は
な

い
。
比
熱
亦

公
益

小
作
制

の
長
所

ε
し

て
。
撒

へ
ら

る
N
に
値

す

る
所

で
、
此

の
制
度

が
土
地

愛
護

の
上
よ
b
す

れ
ば

、自
作

制

に
亜

い
で
可
な

る
も

の
己
せ
ら

る

玉
理

由
實

に
此
所

に
存
す

る
。

爾

又
庇

の
制

度
が
慣

習
を
基
礎

ε
し
で
成

立

っ
て
居

り
、
從

て
其

の
小

作
人

の
地

位
が
確
定

し
て
居

で
、
比
較

的

強
固

で
あ

り
、
地

主

は
土
地

の
所

有
者

陀
り

ご
錐

も
、
慣

習
を
無
視
し

て
狸

b

に
小
作
人

の
地
位

を
動

か
す

こ

`
の
出

來
難

い
黙
は
、
農
業
継
憐

の
上
よ

り
之

を
見

て
も
、
又
肚

會
政
策
的
見
地

よ

り
之

を
見

て
も
、
甚

だ
好
ま

し
き

こ
ご

」
謂

は
な

け
れ
ば

な
ら

戯
。
そ

の
制

度
が
慣

習

に
基
く

ε

い
ふ
は
、
如
何

に
も
原

始
的

に
は
聞

ゆ
る
け

れ
こ

も
、
所

謂
自
由
競
箏
制

の
弊
害

に
依

て
襲

は

る

》
所
少

き
を
得

る
こ
ε
は
.
農
業

ピ

い
ふ
業
務
本

来

の
性
質

よ
り
之

を
考

へ
て
、

又
農
民

ε

い
ふ
も

の

＼
本
来

の
性
情

よ
り
之
を
考

へ
て
、
寧

ろ
大

い
な

る
強
味

ξ
せ
な
け

れ

ば
な
ら

ぬ
。
自

由
競
争
制

は
、
そ

の
有
す

る
和

熟
も

大

だ
け

れ
ざ

も
、
叉
之

に
件

ふ
害
弊

も
少

か
ら
ず
、
特

に
共

の
弊
害

は
、
商

工
業

方
面

に
於
て
其
威
を

振
ふ
所

よ
り
も

、
農

業
方
面

に
於

て
害

毒
を
流
す

こ
ε
多

く
、

農
業

は



㌔

或
は
之
が
爲
め
に
致
命
的
損
害
を
被
る
恐
も
あ
る
次
第
で
、
ピ
か
く
現
A
」
の
自
由
競
争
主
義
の
讐
利
的
企
業
制
は

農
業
を
繁
榮
助
長
せ
し
む
る
よ
り
も
、
却

っ
て
之
を
衰
頽
屡
痺
せ
し
む
る
に
傾
き
易
く
、
私
の
如
き
は
、
現
代
に
於

け
る
資
本
主
義
的
自
由
競
争
制
の
盆
々
進
展
す

る
に
連
れ
て
、
濁
り
商
工
業
榮

え
て
農
業
は
漸
次
不
振

の
状
態
に

昭
り
、
之
を
勢
の
儘
に
放
置
す
る
に
於
て
は
、
終
に
之
が
爲
め
に
、
農
業
ご
そ
し
て
経
済

一
般

の
、
行
詰
蓬
破
滅
ε

を
齎
す

に
至
る

べ
き
を
恐

る
玉
音
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
瞑
を
以
て
之
を
見
れ
ば
、
農
業
が
絵
り
に
純
企
業
化

せ
ず
、

そ
の
ホ
作
制
の
如
き
に
於
て
も
、
慣
習
的
に
安
定
せ
る
基
礎
の
上
に
立

つ
も
の
は
、
却

っ
て
農
業

一
般
の
運
命
を

支
持
す

る
上
に
於
て
は
、有
効
な
る
も

の
だ
る
べ
き
を
信
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
之
に
依
て
農
業
が
救
は
る

べ
し
ピ
は
思

へ
謁
け
れ
ざ
も
、
少
く
亡
も
、
斯
か
る
制
度
の
維
持
せ
ら
る
玉
こ
ど
が
、
不
可
な
り
ご
か
、
農
業

に
.

取

っ
て
不
利
盆
だ
ε
か
い
ふ
風
に
は
考

へ
ら
れ
澱
。
特
に
勢
働
者
た
る
農
民
の
今
後

の
地
位
を
造
り
上
ぐ

る
が
上

に
は
、
斯
か
る
制
度
ε
そ
の
精
神
ε
す

る
所
ξ
の
存
続
す

る
こ
ε
の
、
不
可
な
る
理
由
は
見
出
し
得
ら
れ
な
い
。

た
璽
彼

の
封
建
的
主
従
關
係
の
飴
臭

の
如
き
は
、
固
よ
り
現
代
人
の
要
求

ε
相
容
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か

」
る
臭
味
の
残
存
す

る
あ
る
所
は
、
速

か
に
之
を
排
除
せ
な
け
れ
ば
な
ら

戯
け
れ
こ
も
、
制
度
そ
の
も

の
、
強
固

な
る
基
礎
を
駕
す
所

の
、
精
棘
的
並
び
に
有
形
的
諸
要
素
に
至

っ
て
は
、
保
存
す

る
に
贋
値
あ
る
も
の
適
せ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。

何
れ
に
し
て
も
、
分
盆
小
作
制
が
其

の
長
所
を
獲
揮
し
得
む
が
爲
め
に
は
、
地
主

ε
小
作
人
ε
の
間

に
、
十
分

論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
(二
)

,

第
+
四
巻

(第
二
號
二
九
九
)

四
九

,
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叢
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小
作
制
ε
小
作
法
(二
)

、
.

・

第
十
四
巻

(第
二
號

三
Q
σ
)

五
〇

な
る
意
思
疏
通
が
行
は
れ
、
地
主
は
常

に
同
情
を
以
て
小
作
人
に
館
み
、
同
時
に
又
自
ら
も
農
事
の
脛
螢
者

窪
し

て
小
作
人
ε
共
同
に
纒
瞥
を
行

ふ
も
の
た
る
の
自
畳
の
下
に
、
十
分
に
土
地
方
面
に
關
す
る
改
頁

ε
経
管
上
の
注

意

ε
を
行
ひ
、
遺
臓
な
く
そ
の
責
任
を
果
す
も
の
た
る
を
必
要
ε
す
る
。
而
し
て
又
小
作
人
も
自
ら
農
事
の
経
螢

者

ピ
し
て
の
自
費
ε
責
任
心
`
の
下
に
、
地
主
宅
共
同
経
管
看
た

る
地

位
を
忘
れ
す
、
脛
瞥
上

に
閲
し
て
は
勿
論

の
こ
ε
、
土
地
そ
の
も
の
に
射
し
て
も
、
亦
之
が
愛
護

に
怠
る
ご
ざ
な
き
を
必
要
ε
す
る
。
だ
～
此
等

の
要
件
が

満
さ
る
、
に
於
て
の
み
、
.此
の
制
度
は
其
の
効
果
を
塁
ぐ

る
を
得
、
場
合
に
依

て
は
、
純
企
業
的
小
作
制
の
下
に

於
け
る
よ
り
も
、
小
作
人
の
地
位
境
遇
を
夏
野
な
ら
し
む
る
を
得

る
。

さ
れ
ば
此
の
制
度
は
、
彼

の
不
在
地
主
制

の
下
に
於
て
は
、
到
底
よ
く
其
の
効
果
を
塞
・げ
得

べ
き
見
込
は
な

い
。
特
に
其

の
不
在
地
主
が
都
會
に
在

っ
て
商

工
業
に
秘
事
す
る
看
た
り
、
從
て
農
業
ざ
農
民
ご
に
劃
し
て
は
理
解
も
な
く
、
同
情
も
な
く
、
土
地

に
歯
し
て
は
九

冥
之
れ
そ
の
牧
盆
を
の
み
打
算
し
、
小
作
人
を
見
る
こ
ご
、
自
己
の
利
益
の
産
出
人
、
自
己
の
利
便
の
奉
仕
者
、

ね

自
己
の
利
得
の
絞
め
道
具
ご
の
み
考
ふ
る
が
如
き
も
の
に
在

っ
て
は
、
此
の
制
度
は
た
∫
其
の
峡
黙
を
の
み
暴
露

し
、
地
主
は
其
の
地
位
の
強
き
を
利
用
し
て
飽
迄
も
小
作
人
を
搾
り
取
ら
ん
こ
の
み
之
れ
欲
し
、
小
作
人
は
常

に

そ
の
犠
牲

ε
な
っ
て
、
貧
弱
な
る
が
上

に
も
貧
弱
ご
な
り
、
從
旙
的
,な
る
が
上
に
も
從
盤
的

ε
な

っ
て
、
軍
純
な

る
雇
傭
勢
働
者

に
於
け
る
よ
り
も
更
に
其

の
地
位
は
劣
悪
悲
惨
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
彼

の
不
在
地
主
制
は
、
農

業

一
般
の
上
よ
り
云
ふ
も
獅
子
身
中
の
虫
π
る
を
否
み
難
く
、
農
業
に
取

っ
て
は
憎
む

べ
き
敵
た
る
を
謂
は
ね
ば



/

,

な
ら
ぬ
が
」
分
盆
小
作
制
の
如
き
が
行
は
る
、
瓶
態

の
下
に
於
て
は
、
特
に
其
の
閥
害
の
及
ぶ
所

の
深
く
且

つ
大

な
る
を
思
は
な
く
て
は
な
ら

澱
。

伺
ほ
分
盆
小
作
制
は
、
そ
の
行
は
る
}
所
に
就

い
て
の
實
地
的
観
察
よ
り
し
て
、
其
の
弊
害
が
指
摘

せ
ら
れ
、

此
の
制
度
の
下

に
業
を
行
ふ
小
作
農
民

の
劣
悪
な
る
歌
態
の
報
道
せ
ら

る
、
を
見
る
場
合
少
か
ら
す
、
伊
太
利
に

於
け
を
農
業
状
態
を
記
し
だ
も
の
な
ご
に
、
特
に
然

る
も
の
あ
る
を
見

る
次
第
だ
が
、
之
に
就

い
て
放
ふ
る
嘗

っ

て
は
、
大
い
に
注
意
を
要
す

る
所
あ
苓
を
忘
れ
て
は
な
ら
源
。
即
ち
分
盆
小
作
制
そ
の
も

の
に
固
有
な
る
弊
害
巴
、

之
に
随
伴
す

る
他
の
事
情
よ
b
摩

る
弊
害
ξ
を
匠
別
せ
ね
ば
な
ら
汎
。
そ
の
行
は
る
}
地
方
に
於
け

る
土
地
所
有

の
分
配
状
態
が
甚
だ
万
卒
均
で
、

大
地
圭
制
が
横
暴
を
逞
く
し

つ

ン
め
り
、

そ
の
勢
力
の
下
に
分
盆
小
作
制

の

行
は
る
玉
が
爲
め
に
之
に
従
事
す

る
小
作
人
の
地
位
極
め
て
劣
悪
な
る
が
如
き
場
合
に
於
て
は
、
そ
の
弊
害

の
衣

虱19

る
所

が
、
主

ε
し
て
土
地
所

為

の
不
平
均

ξ
い
ふ
こ

ε
に
存
す

る
を
、
注
意

せ
な

け
れ
ば
な
ら

鳳
の
で
め

る
。

或

&α

は
少
く
も
、
不
健
全
な
る
土
地
所
有
分
配
の
下
に
行

は
る
＼
公
益
小
作
制
は
、
所
有
關
係
ぜ
相
結
び
て
出
家
上
り

出

葺

精
一

し
て
、
大
　

壅

塞

・
蔑

・
　

…

聖

注
意
　

れ
ば
　

の
で
あ

聯

る
。而

し
て
此

事
、
伊
太

利
な
ご

に
於

て
最
も
然

る

も

の
あ
る
や
、
洵

に
ブ
ッ
ヘ
ソ
ベ

ル
ガ

ー
の
夙

に
之

を
指
摘

せ
.

耽

る
導

で
あ
㌔

同
券

祭

作
型

・
て
も
・̀

そ
れ
が
土
誹

有
の
義

的
傘

・
・
離

・
蔑

自
作
農

隙

剃

立
相
併
む

で
、
或

は
相

重
な

っ
て
、
行

は
れ
、
其

の
地
主

た
ざ
者

も
餓
b
大

い
な

る
地

主
た
ら
す
、

小
地
主

又

均

論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
(二
)

第
†
四
巻

(第
二
號

三
〇
一
)

五
一

●

価



論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
(二
)

十
四
磐

(第
二
號

三
Q
二
)

五
二

は
自
作
農
民
た
る
場
合

ε
、
大
地
主
制
が
專
ら
行
は
れ
て
、
さ
な
き
だ
に
種
々
の
弊
害
の
農
業
域
農
村
生
活
ピ
の

上
に
生

じ
て
居
る
や
う
な
状
態
の
下
に
行
は
る
＼
場
合
ビ
で
は
、
其

の
利
弊
の
表
は
れ
方
は
、
大

い
に
相
違
せ
ざ

る
を
得
な

い
。
大
地
主
制

の
下
に
於
け
る
分
盆
小
作
制
は
、
所
詮
そ
の
利
黙
を
腰
撮
す
る
に
は
足
ら
す
.
そ
の
弊

害

の
み
が
主
ご
し
て
暴
露

さ
れ
、
強
大
な
る
地
主
は
、
小
貧
な
る
小
作
人
ε
の
共
同
者
ご
し
て
、
常

に
獅
子
の
割

ヶ
前
を
貪
り
、
小
作
人
は
常

に
其
の
犠
牲
た
ら
む
が
矯
め
に
、
粒

々
辛
苦
し
て
日
も
維
れ
足
ら
ざ
る
に
、
其
の
得

る
所
は
、
地
主

の
嘗
ぶ
り
糟
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
こ
ε
}
な
る
を
免
れ
漁
。
呪
ん
や
そ
の
大
地
主
が
多
く
は
都
會
に

住
ふ
不
在
地
主
た
る
に
於
て
を
や
。

公
益
小
作
制
の

一
般
の
性
質
利
弊
等

は
、
大
騰
右
に
説
く
が
如
き
も
.の
な
り
ε
し
て
、
撫
で
此
の
制
度
の
行
は
る

玉
所
は
ご
見
れ
ば
、
古
く
は
何
れ
の
國
に
於
て
も
、
そ
の
廣
く
行
は
れ
だ
る
を
信
ず

べ
き
理
由
が
あ
る
が
、
昔
か

ら
行
は
れ
て
、
そ
の
本
無
憂
セ
る
か
の
如
く
に
考

へ
ら
れ
、
よ
く
其
の
歌
態
の
世
に
紹
介
さ
れ
た
る
も
の
は
、
伊

太
利
、
南
部
佛
蘭
西
及
び
西
班
牙
の
地
方
で
あ

っ
て
、
欺
洲
に
在

っ
て
は
、
此
の
制
度
は
、
大
鷭
拉
典
氏
族
の
之

を
有
す

る
も
の
な
る
が
如
く
に
嵩

へ
ら
れ
て
居

る
。
然
し
現
に
凋
逸
の
或
地
方
に
も
其
の
存
在
す

る
め
り
、
又
我

国
に
於
て
も
、
昔
時
は

一
般
的
に
、
現
今
は
例
外
的

に
、
其
の
存
在
を
見
る
こ
ご
が
出
乗
る
次
第

だ
か
ら
、
-決
し

て
拉
典
民
族
に
固
有
な
る
制
度
で
は
な
い
。

13)R.Leonhard,DielandivirtschaftlichenZustindeinItalien.



先
づ
伊
佛
に
於
け
る
訣
呪
を
概
説
し
、
次
に
我
國
に
於
け
る
實
例
を
窺

っ
て
み
や
う
。

,

伊
太
利
に
在

っ
て
は
、
秀
盆
小
作
制
は
夙

に
カ
ト
ー
時
代
以
前
か
ら
行
は
れ
て
居
た
ε
信
せ
ら
れ
て
居

る
。即
ち

羅
馬
人
は
其
の
征
服
し
た
る
地
方
の
關
鞍
の
爲
め
に
羅
馬
人
を
移
住
せ
し

め
、
之
等
を
し
て
植
民
部
落
を
建
設
せ

し
む
る
政
策
を
取
り
、
新
植
民
者
に
は
無
償

に
て
叉
は

一
定
代
償
を
以
て
叉
は
小
作
地

こ
し
て
既
墾
地
を
鈴
臭
し

た
が
、
未
墾
地

に
至

っ
て
は
、
之
を
希
望
す
る
者

さ
へ
あ
れ
ば
、
肢
盆
分
詞
の
條
件
の
下
に
之
を
賦
興
す
る
こ
ご

ε
し
た
。
其

の
牧
穫
分
割
の
歩
合
は
、
耕
作
物
は
十
分

一
、
樹
木
栽
培

に
於
て
は
五
分

一
、
牧
畜
地

に
於
て
は
家
畜

の

一
部
分
を
國
庫
に
納
む
る
ざ
い
ふ
こ
ε
に
せ
ら
れ
た
。
之
れ
帥
ち
分
盆
小
作
制
に
外
な
ら
す
ε
考

へ
.ら
れ
る
の

で
あ
る
。
尤
も
其
の
行
は
る

、
所
は
寧

ろ
例
外
的
た
る
に
過
ぎ
す
、
一
般
的
に
は
自
作
制
が
行
は
れ
た
の
で
め
る
。

然
る
に
次
で
封
建
塒
代
の
表
は
る
』
ε
共
に
此
の
小
作
制
は
大

い
に
腹
れ
、
其
後
封
建
制
頽
腹
す
紅
に
及
む
で
叉

大

い
に
分
盆
小
作
制
行
は
る
玉
に
至
り
、
十
三
世
紀

に
入

っ
て
甫
め
て
北
部
及
び
中
部
地
方
に
於
て
此
の
制
度
が

一
般
的
の
制
度
π
る
に
至
つ
セ
の
で
あ

る
。
即
ち
そ
の
時
期

に
當

っ
て
は
、
市
街
居
住
民
が
農
村
に
於
て
小
厘
域

の
農
地
を
所
有
す

る
の
風
熾
こ
な
り
、
然
か
も
此
等

の
人
々
は
、
自
ら
耕
作
を
行
ふ
こ
ε
は
出
楽
な
か
っ
た
も
の

だ
か
ら
、
其

の
耕
作
経
螢
は
農
民

(囚
o
互
μ窪
)
馬
委
任
し
て
行
は
し
む
る
こ
ご
エ
し
、
其
の
脛
螢
は
集
約
的
に
や

や
園
藝
式

に
行
は
る
エ
を
要
す
る
場
合
に
は
、
公
益
制
に
依
て
之
を
行
は
し
む

る
が
最
も
都
合
よ
く
、
之
に
依
る

に
於
て
甫

め
て
十
分
に
脛
聾
者

の
注
意

ご
努
力

ε
を
期
待
す
る
こ
ε
が
出
家
た
。
而

し
て
此

の
場
合
に
、
農
民
は

論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
〔二
〉
.

、

第
†
四
雀

(第
二
號

三
〇
三
)

五
三



論

叢

小
作
削
ぐ」小
作
法
〔二
)

第
十
四
巻

(第
二
號

三
〇
四
V

五
四

其

の
生
産
物

の

一
部

分
を

取
得

し
、
通
常
自
ら
之
を

清
費

し
、
地

主
は
其

の
甕

餓
部
分
を
牧
得

し
た

の
で
あ
る
。

斯

く
て
此

の
小
作
形
式
は
引
網

き
贋
く
諸
地
方

に
行

は

る
』
こ
ε

』
な

り
、
以
て
今

日

に
及

び
、
現
今

術
ほ
農
民

ゴ

の

の
少
か
ら
ざ
る
部
分

(約

一
割
七
分
)
は
冴
盆
小
作
人
た
る
有
様
な
り
ε
す

る
。

け
れ
こ
も
伊
太
利
に
於

て
行
は
る
》
分
金
小
作
制
は
、
そ
の
實
際

の
形
式

に
至
っ
て
は
決
し
て

一
様
な
ら
す
、

種

々
の
形
式
の
分
類
さ
る

べ
き
も
の
が
あ
る
。
其

の
最
も
普
蓮
で
從
て
最
も
廣
く
行
は
れ
て
居
る
形
式
は
、
本
来

の

實
の
NN巴
「す

竃
稠
せ
ら
る
』
も
の
之
で
あ

っ
て
、

一
農
場
が
小
作
人
に
依
て
耕
種

せ
ら
れ
、
其
の
牧
獲
物
從

て

生
産
上
に
生
す

る
あ
ら
ゆ
る
危
険
は
、
地
主
ε
小
作
人
ε
の
間

に
分
割
せ
ら
る

、
も

の
ご
し
、
小
作
人
は

一
家

の

勢
働
力
を
以
て
十
発
な
る
注
意

の
下
に
耕
種
を
行
ふ
義
務
を
負
ひ
、
然

か
も
同
時
に
地
主
は
、
そ
の
耕
種
経
管

に

關
し
て
は
、
膏

に
其
の
経
管
上
の
大
方
針
に
聞
し
て
謹
言
権
を
有
す
る
の
み
な
ら
す
、
日
々
に
行
は
る
』
業
務
の

施
行

に
閲
し
て
も
、
之
に
容
啄
干
渉
す
る
の
灌
利
を
有
す
る
も
の
ご
す

る
。
然

る
に
此
の
本
家
の
形
式
以
外
術
ほ

屡
次
表
は
れ
来
る
所

の
も
の
は
、

【
種

の
土
地
改
頁
契
約
に
依
る

∩8
↓莚
乱

国
巳
σq
ま
「ド

の
形
式
で
め
る
。
.
此

の
形
式
の
下
に
於
て
は
、
土
地

の
所
有
者
は
、
土
地

ε
併
せ
て
其

の
改
頁
を
行

ふ
が
薦
め
に
必
要
な
る
資
本
を
提

供

し
、
農
民
は
共

の
土
地
を
例

へ
ば
葡
萄
園
ε
し
て
使
用
す

る
に
適
す
る
や
う
開
獲
す
る
に
要
す
る

一
切

の
勢
働

を
爲
し
、
開
畿

の
行
は
れ
た
る
當
初
暫
く
の
間
は
其
の
肢
穫
物

の
全
部
を
牧
得
し
、

一
定
年
数
の
経
過
し
乾
る
以

後
は
、
其
土
地

の

一
部
の
所
有
権
を
得

て
其

の
残
部

の
上
に
か
、
叉
は
開
獲
地
全
艦

の
上
に
於
て
、
分
盆
法
に
依

る

14)ConradsHwb.f.Stw.VII.Bd.Art.Teilbau,S.ロ46
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、

の

耕
種
を
行
ふ
こ
ε
}
す

る
の
で
あ
る
。
然

る
に
叉
更
に
は
ロ
ム
バ
ル
ヂ
ー
や

エ
ミ
リ
ア
な
ご
の
諸
地
方

に
於
け
る

大
農
地

に
行
は
る
」
所

の
も
の
は
、
農
場

に
必
要
ε
す
る
勢
働
者
を
得

、
之
を
固
着

せ
し
む
る
手
段

ε
せ
ら
る
＼

も
の
で
あ

っ
て
、
、新
た
に
招
致
し
た
る
農
民
に
は
、

】
定
の
土
地
を
給
付
し
て
董
の
上
に
分
盆
制

に
依

る
耕
種
を

爲
.さ
し
め
、
以
て
彼
鉾
を
土
着
せ
し
む
る
工
夫
を
爲
し
、
そ
の
代
り
此
等
の
百
姓
は
、
主
家
に
必
要
ε
す

る
農
業

勢
働
に
従
事
す
る
義
務
を
負
ふ
も
の
ε
し
、
そ
の
轡
働
に
謝
し
て
は
貨
弊
又
は
實
物
に
依
る
勢
賃
が
支
携
は
れ
る

の
で
あ
る
。
.之
を

び
塁
藍

ε
請
す

る
。
街
ほ
叉
南
部
伊
太
利
特
に
シ
シ
リ
ー
島
に
行
は
る
」
所

の
も
の
は
、農
業

日
傭
労
働
者
に
小
風
域
の
土
地
が
賞
典
せ
ら
れ
、
其

の
土
地
に
は

一
定
種
類
の
作
物
を
栽
培
す

べ
き
も
の
ε
し
、

其

の
生
産
牧
穫
の

一
定
部
分

(四
分

一
乃
至
二
分

こ

を
其
の
勢
務
報
酬
円
し
て
給
興
せ
ら
る
、
方
法
で
あ

っ
て
、

勢
働
者
等
は
此
の
耕
作
以
外
に
剰
れ
る
労
働
は
自
由

に
之
を
他
に
用
ゐ
得

る
の
で
あ
る
。
此
の
形
式
は

ヨ
。
翼
。
「冨

ε
稽
せ
ら
れ
て
居
る
。

斯
く
其
の
形
式
の
種
々
な
る
が
上
に
、
術
ほ
其
の
個
々
の
形
式
の
下
に
於
け
る
公
益
小
作
契
約
も
種
々
雑
多
な

る
を
常

ε
す

る
。
.即
ち
ネ

ア
ペ
ア
地
方
で
は
土
地
所
有
者
は
、
葡
萄
牧
穫
は
全
部
、
オ
リ
ー
ヴ
牧
穫
は
そ
の
三
分

二
、
他

の
生
産
物
は
総

べ
て
牢
分
を
牧
得
す
る
こ
ε

、
な

っ
て
居

り
、
そ
の
代
り
土
地
に
關
す
る
費
用
、
葡
萄
の
硫

黄
燻
蒸
及
び
葡
萄
摘
取
の
費
用
、施
肥
費
用
の
年
額
は
之
を
負
捲
し
、荷
ほ
小
作
人
に
封
し
て
住
家
を
供
給
す

胤
こ

ε
、
な

っ
て
居
る
。
然
る
に
叉
分
盆
小
作
契
約
は
厘
次
普
通
の
小
作
契
約
ご
混
同
し
て
行
は
る
、
こ
ご
め
り
、
穀

論

叢

小
作
制
こ
小
作
法
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論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
〔三
)

第
十
四
巻

〔第
二
號
三
〇
六
)

五
六

作

ピ
牧
地
経
管
ε
が
種
樹
栽
培
ピ
兼
ね
行
は
る
、
が

如
き
場
合
に
多
く
之
を
見
る
次
第
で
、
そ
の
場
合
に
は
、
前

二
者
は
普
通
の
小
作
契
約

の
下
に
、
後
者
は
掛
盤
小
作
契
約
の
下

に
、
小
作
せ
し
め
ら
れ
る
。
之
れ
即
ち

6。
ロ
雫

雷
序酔。
巨
弾
。
で
あ
る
、
そ
し
て
此
の
制
度
の
主
眼
ε
す

る
所
は
、
穀
作
や
牧
地
脛
瞥

の
如
き
も
の
に
野
し
て
は

一

定
小
作
料
を
徴
し
て
地
主
牧
盆
を
確
定
し
、
腰
替
上
の
危
険
は
之
を
小
作
人
に
負
撰
せ
し
め
、
種
樹
栽
培
の
如
く
、

脛
懸
者

の
周
密
な
る
注
意
を
要
す

る
も
の
に
就

い
て
は
、
分
盤
割
に
依

て
小
作
人
の
利
害
を
繋
が
ん
こ
す
る
こ
ε

に
存
す
る
。
更

に
は
叉
地
主
は
、
繭
や
葡
萄
の
如
き
高
償
な
る
生
産
物
の
販
萱
砿
、
之
を
全
部
自
己
の
手
に
於
て

行

ふ
灌
利
を
留
保
し
、
小
作
人
に
は
そ
の
壷
上
代
金
の

一
定
部
分
を
支
給
す

る
こ
ご
、
せ
る
例
も
、
少
く
な
い
の

で
あ
る
ω

要
す

る
に
此
等
の
契
約
は
、
之
を

一
見
し
だ
だ
け
で
も
、
從
來
大
抵
地
主
に
都
合
よ
(
便
利
な
る
や
う
な
方
法

に
於
て
行
は
れ
て
居
た
も

の
な
る
を
知

る
に
足
り
る
の
で
め
る
。

次
に
佛
蘭
西
に
於
け
る
分
盆
小
作
制

に
就

い
て
見

る
に
、
同
国
に
在

っ
て
も
此

の
制
度
は
頗
る
古
く
よ
り
行
は

れ
、
特
に
主
亡
し
て
羅
馬

の
支
配
下
に
在

つ
π
地
方
、
即
ち
中
部
及
び
南
部
地
方
に
於
て
置
く
行
は
れ
て
居
だ
。

そ
し
て
十
⊥
ハ
、
七
、
八
世
紀
に
渉

っ
て
此
の
制
度
は
大

い
に
普
及
す
る
に
至
り
、
十
八
世
紀
の
末
葉

に
於
て
は
、
國

巾
に
在

っ
て
最
も
廣
く
行
は
れ
る
経
管
方
式
た
る
に
至

つ
だ
の
で
あ
る
。
蓋
し
此
の
時
代
に
在

っ
て
は
、
地
方
の

大
地
圭
が
都
會

に
移
り
佳

ふ
傾
向
強
く
、此
等
の
不
在
地
主
等
は
、
そ
の
所
有
農
地
を

一
纏
に
し
て
中
間
小
作
人
に
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普
通
小
作
契
約
の
下

に
委
託
し
、
中
間
小
作
人
は
之
を
多
敷
の
小
農
地

に
庭
労
し
て
小
農
民
に
分
霊
小
作
ε
し
て

輕
聾
せ
し
む
る
風
が
熾
に
行
は
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
て
此

の
制
度
は
地
主
に
は
便
利
で
あ

っ
た
け
れ
ざ
も
、
中

間
小
作
人
が
大

い
な
る
利
得
を
這
問
に
吸
ひ
取
る
ご
ε
』
な

っ
た
爲
め
に
、
分
金
小
作
農
民
の
状
態
は
頗

る
劣
悪

な
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
こ
ご
＼
な
り
、
十
八
世
紀

に
於
け
る
此
等
分
金
小
農
氏
寺
の
悲
鰺
な

る
有
様
ぽ
、前

に
も

=
蔵

し
た
や
う
に
、
ア
ー
ナ
ー
、
ヤ
ン
グ
其
他
の
人

々
の
筆

に
依
て
、
世
に
訴

へ
ら

る
N
こ
ε
㌧
な

っ
た
の
で
あ
る
。

然

る
に
十
八
世
紀
の
中
葉
頃
か
ら
し
て
漸
く
に
事
情
攣
榑
の
傾
向
が
表
は
れ
て
來
、
大
革
命
の
勃
獲
ξ
共
に
、

分
盆
小
作
制
は
急
速
に
減
額
す
る
こ
ご
》
な
り
、
其
勢
は
引
纏
き
十
九
世
最
紀

の
後
の
四
孚
世
紀

の
初

に
至
る
頃

ま
で
謹
撰
し
て
来
た
。
所
が

一
八
七
〇
年
代
の
中
頃

か
ち
は
、
却

っ
て
天
北
の
制
度
の
復
興
を
見

る
こ
ξ
Σ
な

っ

た
の
で
あ
る
。
而
し
て
分
盆
制
の
主
ε
し
て
行
は
る
、
は
普
通
の
耕
地
π
る
に
過
ぎ
な

い
で
、
牧
草
地
や
園
藝
地

や
葡
萄
園
の
如
き
に
於
て
ば
、
其

の
行
は
る
玉
所
甚

だ
少
な

い
。
叉
之
を
地
方
的
分
布
か
ら
云

へ
ば
、
南
部
地
方

城

に
最
も
多
く
行
は
れ
、
中
部
地
方
之
に
亜
ぎ
、
北
部
地
方
に
至

っ
て
は
、
稀
に
之
を
見
る
に
過
ぎ
な

い
。

佛
蘭
.西
に
於
け
る
野
盗
小
作
制
も
、
伊
太
利
に
於
け
る
も
の
同
様
に
、
其
の
契
約

の
爲
方
に
至

っ
て
は
種

々
雑

多
で
あ

る
。
而
し
て
其
の
相
分
る
ン
や
主
ε
し
て
土
地

に
封
ず

る
改
頁

の
施
行
、
脛
瞥
上
に
必
要
な
る
諸
資
本

の

調
達
、
建
物
の
供
給
等
に
關
す
る
も
の
ε
す
る
。
.然

る
に
牧
獲
物

分
割

の
歩
合

に
至

っ
て
は
、
大
抵
地
主

ご
小
作

プ

人

言
の
間

に
年

々
に
す

る
を
例

ε
す

乃
。
之
れ
同
國

郊
於

て
分
盆
小
作
制
を

日
価【巴
.一の
8

ヨ
偉
曙
お
ゆ
ε
稠
す
.る

論

・叢

小
作
刮
ぐL小
作
法
(二
)

第
十
四
巻

(第
二
號

三
〇
七
)

五
七
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論

・叢

小
作
制
ご
小
作
法
〔二
)

第
+
四
巻

(第
二
號

三
〇
入
)

五
八

所
以
で

あ

る
。
次

に
家
畜

に
關

し
て
は
特

別
の
契
約

西
行

は
る

N
を
例

ご
し
、
租

税
其
他

の
公
課

に
就

い
て
は

、

地

主
が
之
を
負

擢
す

る
を
普
通
こ
す

る
け
れ
こ
も
、

其
代

り
地
主

は
此

の
負
捲
を
掩

ふ
が
爲

め
に
、
共
地

の
生
産

牧

釜
中
貨
幣

収
益

の

一
定
額
を
ば
、
別

に
牧
得
す

る

こ
ご
を
條
件

ε
し

て
居

る
。
此

の
黙

は
古
楽
多

く

の
弊
害

を

ヘ

ロ

伴

っ
た
黙
で
、
地
主
は
其

の
口
實

の
下
に
随
分
多
額
の
割
前
を
書
取
し
、
小
作
人
を
し
て
不
利
益

蓬
困
難
ξ
を
忍

ば
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
め
た
。
此
所
に
も
亦
、
張
看
た
る
地
主
の
横
暴
蓬
弱
者
π
る
小
作
人
の
屈
従
ご
を
見
た
の
で

あ
る
π

佛
伊
以
外
に
在

っ
て
は
、
分
盆
小
作
制
ば
、
西
班
牙
及
び
葡
萄
牙
に
行
は
れ
、
主
`
し
τ
痩
撹
な
る
土
地

の
上

に
、
叉
特
種
作
物
の
栽
培
に
關
し
て
行
は
れ
て
居

る
。
其
他
希
臘
、塞
耳
比
亜
、
羅
馬
尼
亜
に
も
其
例
を
見
、
露
西

亜
に
は
古
く
よ
り
廣

く
行
は
れ
て
居

る
。
又
北
米
合
衆
国
に
在

っ
て
も
稲
作
地
方
に
於
て

一
種
の
分
盆
制
行
は
れ

之
は
灌
漑
設
備
に
依
り
小
農
地
を
集
約
的
に
維
螢
す

る
場
合
に
、
勢
働
者
を
得
る
の
困
難
よ
り
、
地
主

に
取

っ
て

は
公
益
制
を
採
用
す

る
が
便
利
な
る
爲
め
に
、
行
は
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
し∩
ぎ
5

港
匿

凝

望
m審
5

ε
稠
す

る

も
の
之
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
分
盆
の
歩
合

に
至

っ
て
は
、
作
物
の
種
類
に
依

っ
て
異
る
を
常

こ
す
る
。
億
ほ
濠

お

コ

ロ

　

洲

に
も

一
種

の
分
盆
農
.作

ω
冨
お

好

日
冒
αq

が
行

は

れ
て
居

る
。

総

て
上

に
揚

ぐ

る
分
霊

小
作
制

の
事
例
は
、
欧
米

に
於

け

る
も

の
ば

か
り

で
あ
る
が
、
叛
て
翻

て
我

国

の
賞

状

に
於

て
、
斯

か
る
小
作
制

の
存
在
す

る
あ
り
ゃ

ε
見

る
に
、
後

に
之
を
詳
論
す

べ
き
が
如

く
、
我
国

に
於
て
は
、
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古
く
は
最
も
置
く
此
の
制
度
の
行
は
れ
だ
る
べ
き
を
信
ず
る
に
足
る
理
由
が
あ
る
が
、
現
今
に
至

っ
て
は
、
其
の

純
梓
な
る
形
式
は
、
多
く
は
塵
滅
に
締
し
、
π
ゴ
例
外
的

に
、
特
殊
小
作
制
こ
し
て
、
諸
地
方

に
残
存
す
る
も
の

あ
る
を
見
る
に
過
ぎ
兎
o

我
国
で
は
分
盆
小
作
制
は
、
普
通
に
は

「刈
分
小
作
」
な

る
名
を
以
て
知
ら
れ
て
居
る
が
、
街
ほ

「
作
り
分
け
」

「
分
け
作
」
「孚
作
」
等
の
名
禧
を
以
て
呼
ば
れ
て
居
る
所
も
《
る
。
今
試

に
農
務
局
の
調
査

に
か
ン
る

「
小
作
慣
行

恥

に
翻
す

る
資
料
」
中
に
示
さ

乱
た
る
所

に
就

い
て
、
其
の
概
呪
を
窺
ふ
こ
ε
」
す

る
。

我
国
に
於
て
分
盆
小
作
制
の
最
も
廣
く
行
は
れ
る
は
、
青
森
縣
及
び
巖
手
縣
の
東
部
語
部
.
長
野
縣
西
築
摩
郡

熊
本
縣
阿
蘇
郡
、
鹿
児
島
縣
種
子
ケ
島
、
同
じ
く
甑
島
、
沖
縄
縣
宮
古
島
及
び
八
重
山
高
等
で
あ

っ
て
、
謂
は
ゴ

多
少
文
化
に
遅
れ
た
る
隅

々
の
地
方
で
め

っ
て
、

つ
ま
り
古
家
の
慣
習
が
保
守

さ
れ
て
居
る
所
で
あ
る
。
又
山
間

に
於
け
る
陰
地
、
冷
水
田
、
山
畑
乃
至
は
水
害
旱
魃
等
の
矯
め
に
牧
穫
の

一
定

せ
ざ

る
劣
等
地

に
於
て
行
は
る
、

を
例
こ
す
る
こ
.ε
、
同
調
査
書
の
示
す
所

ε
す
る
。
而
し
て
此
の
小
作
制
は
経
済
の
號
達
に
連
れ
て
漸
次
減
滅
す

る
を
以
て

一
般
の
傾
向

ε
寫
す
け
れ
こ
も
、
然

か
し
作
物
や
土
地
利
用
の
必
要
上
、
此

の
制
度
を
以
て
便
利
ご
な

し
、
容
易
に
其
の
習
慣
の
革
ま
り
難
き
地
方
も
あ
り

(巖
手
縣
の
如
き
)
叉
農
民
の
海
外
出
稼
等
の
爲
め
に
小
作

人
鉄
乏
し
、
他
地
方
よ
り
小
作
人
を
招
致
す

る
必
要
あ
る
所
で
ば
、
此
の
小
作
制
を
探

る
を
便
利
ε
し
、
漸
次
却

っ
て
其
の
増
加
を
見

る
傾
向
を
示
す
所
も
あ
る
(
和
歌
山
縣
日
高
郡
の
或
地
方
の
如
き
)
ε
報
告
せ
ら
れ
て
居

る
。

論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
〔二
)

第
+
四
巻

(第
二
號

三
〇
九
)

五
九
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論

叢

小
作
制
ざ
小
作
法
(二
)

第
十
四
巻

(第
二
號

三
一
〇
)

六
〇

此

の
意
味

よ
り
推

し
て
考

ふ
れ
ば

、
近
時

小
作
$

議

が
頻

繁

に
起

り
、
小
作
料

の
高

に
就

い
て
年

々
地

主
小
作
人

間

に
確
執
を
見

る
風

が
盆

々
熾

ε
な

っ
て
来

た

か
ら

、
或

は

　
聴

そ
の
困
難

を
冤

れ

ん
が
矯

め
に
、
小
作
料

定
額

制
を
避
け
・
牧
穫
高
の
歩
合
牙
割
糾
を
探
ら

を

す

る
傾
向
生
じ
、
此

の
制
度
が
却

っ
て
廣
一
諸
地
方
に
行
は
れ

る
こ
蓬
》
な
る
か
も
知
れ
澱
。
尤
も
だ
こ

へ
此
の
制
度
を
布
く
ε
も
、
其
の
分
割
の
歩
合

に
就

い
て
叉
新
π
に
争

議
の
生
す

べ
き
は
當
然
だ
か
ら
、
之
に
俵
て
小
作
紛
争

の
解
決
せ
ら
る
べ
き
望
は
.な

い
が
.、
た

～

一
時
の
過
渡
的

歌
態

こ
し
て
、
或
は
此
の
制
度
の
廣
く
行
は
れ
る
を
見

る
こ
ε
が
な
い
石
も
限
ら
な

い
o

俗
ほ
右
揚
詰
地
方
及
び
其
の
以
艸

に
於
て
從
來
分
盆
小
作
制
の
行
は
.れ
乾
る
諸
地
方
を
學
ぐ
れ
ば
、
東
京

(八
丈

島
の
垂

京
都

(蒙

田
郡
山
國
村
)
長
嘆

諺

郡
及
び
鴇

郡
の
或
地
方
)
長
崎

(東
、西
彼
杵
郡
、寧

暴

郡
、南
、北
松
浦
郡
の
一部
池
辺

新

潟

(
三
島
郡
、
中
頸
城

郡
、
岩

脂
郡
の
或
村

4
)埼

玉

(入
間
郡
、
秩
父
郡

の
或
地
方

〕群

田
岡
(利
根
郡
、
吾
妻
郡
の
或
村
落
)
千

葦
公
匝
瑳

、香
取

、

印
幡

三
郡

の

一
部
)
㎝次
城

(久
慈

、
行
方
-
猿
島
三
郡
の

一
部
)
奈

一具

(吉
野
、
磯
城

二
部
の

一
部
)
一二
重

(度
會
郡

、
南
牟
婁
郡

の
或
村

々
)
愛

知

(
名
古
屋
市
、
及

び
人
名
郡
の

一
部
)
静

岡

(周
知
郡
、
加
茂
郡

、
田
方
郡
の

一
部
)
山
[梨

(
北
都
留
郁

、
八
代
郡
、
策
山
梨
郡
、
北
亘
摩
郡
内
の
或

村

々
)
岐

阜

〔初
島
、
取
集

、
、揖

斐
、
山
縣

、
武
儀

、
土
岐
、
吉
城

、
加
茂
請
郡
内
の
或
村

々
)
長

　野
(西
築
摩
郡
の
各
村

、
北
安
曇
郡
、上
、
下
伊
那

郡
、
更
級
郡
・
下
高
井
郡
・
下
水

内
郡
、
小
縣
郡
内

の
或
村
落
)
宮

城

(本

吉
郡
の
或
赫

々
)
緬
畑
島

(大
沼
、安
達
及

び
田
村
郡
の

「
部
)
巖

手

パ
下
閉

伊

、
九
戸

・
上
閉
伊
、
二
戸

の
四
郡
内
各
村
、
其
他
諸
郡
丙
の
或
地
方

々
々
)
出
田
森
閑
上
北

、
下
北

、
三
戸
郡
内
及
び
津
軽

郡
内
の
或

村
)
山

形

(
西

置
賜
逃

北
村
山
郡
、
東
置
賜
丙

の
或
営

々
)
秋

田

〔平
鹿
、
由
利
、
北
秋

田
郡
内
の
或
地
方
)
鳥

取

(東
伯

、
魚
商
郡
内

の
或
村

々
)島

根

(八
束

覧

/



大
原
、
簸
川
、
懸
摩

、
穏
地

、
周
吉
、
海
士
、
智
夫
郡
内
の
皿脊

一
二
村
)
岡

山
H
(川
上
,
阿
哲

、
見
島
郡
内
の
或
赫

々
)
晰原
色
励
(高

田
、
甲
奴
、
双
三

、

佐
伯
及
び
比
婆
郡
内
の
或
村
落
)
和

歌

山

(
H
高
郡
内
の
或
村

有
)
値
皿島

(美
馬
郡
、
三
好

郡
、
徳

島
市
丙
の
或
部
分
〕
愛

媛

(
上
浮
穴
、
喜
多

郡
丙

の
或
村
)
冒同
類

〔土
佐
、
高
岡
-
幡
多
郡
内

の

一
部
)
大

分

(大
野

、
下
毛
郡
刷

の
或
赫

々
)熊

本

〔阿
蘇

郡
各
町
村

、
上
釜
城

、
葦

北
両
郡
内

の
或

　

村
・
)
宮
唾

西
臼
城
那
の
欝

村
、
雷

城
、
南
那
珂
、
轟

縣
郡
内
の
[部
)
鹿

児
島

(羅

饗

び
川
邊
、
日
置
、
離

郡
内
の
或
部
分
-

熊
毛
郡
、
種
子
ケ
島
の
全
部
)
沖

縄
(中
頭
、
国
頭
郡
内
の
或
部
分
及
び
宮
子
島
八
重
山
島
の
塗
部
)北
海
道

(松
前
、
醜
罔
両
郡
内
の
或
村
落
)
の

二
府

一
道
三
十

三
縣

に
跨

っ
て
、
其

の
小
部

分
々
々

に
撒

布

さ
れ

て
居

る
。

つ
ま
り
殆

ん
ご
全
園
内

に
普
ね

く
黙

在
す

る
有
様

で
、
そ
れ
は
其

の
分
布

の
有
様

か
ら

之

を
致

ふ
る
も

、
普

通
小
作
制

の
行

は

る
N
中

に
交

っ
て
新

π

に
出
來

上

っ
π
も

の
よ
り
も
、
古

く

一
般
的

に
行
は

れ
た

る
も
の
が
鴨
普
通

小
作
制

の
出

家
上

っ
た
今

日
に
至

る

も
俗
ほ
取
遣

さ
れ
て
残
存

す

る
も

の
ご
見

る
を
要
當

ε
す

る
の
で
あ

る
。
然

し
新

し
き
農
地

に
獲

て
新

た
に
行

は

れ

る
も

の

ε
し
て
も
、
此

種

の
小
作
法

が
全
く
な

い

で
は
な

い
。
.私

の
知

っ
て
居

る
所

で
は
、
岡
山

在

の
埋

立
地

た

る
藤

田

の
開
墾
場

に
行

は
れ
て
居

る
も

の

』
如

き

は
そ

の

一
例

で
あ

る
。
最

も
之
は
小
作
契
約

ε

い
ふ
よ
b

は

堅
働
契
約

ε
い
ふ
方

が
更

に
稔
當

で

め
る
か
も
知

れ

澱
が
、
せ

も

か
く
農
民

が
勢
働

を
提
供

し
、
之
に
射
し
て
牧

穫

實
物

の
鏡

割
か
を
其

の
報
酬

ご
し

て
得

る
黙

に
於

て
、
刈

分
小
作

た

る
に
相
違
な

い
の
で
あ

る
。

我
国

㊨
分
盆
小
作

制
に
於
け

も
牧
獲
物

の
分
配
は

、
圭
作
物

売

る
夏
作
物

の
牧
穫

に
於

て
之
を
行
ひ

、
水

田
な

ら
叫
米
穀

収
穫

を
分
配
す

る
を
原
則

ε
し
、
冬

作
物

の
作
付

を
爲

し
カ

る
場
合

に
は

、
其

の
股
穫
は
全
部

之
を

激
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論

叢

小
作
制
達
小
作
法
(二
〕

r

第
+
四
巻

〔第
二
號

三
「
二
)

六
二

作
人
の
所
得
ε
す
る
が
普
通
で
め
る
。
然
し
夏
作
物

`
冬
作
物

ε
双
方
共
に
之
を
地
主
小
作
人
間
に
分
配
す

る
例

も
な
い
で
は
猛
い
。
へ巖
手
縣
)
而
し
て
経
鞍
上
に
於

て
は
、
通
例
は
租
税
其
他
の
公
課
を
地
主

に
於
て
負
推

し
、

種
苗
肥
料
の
類
ε
耕
種
上
の
勢
務
ε
は
小
作
人
之
を
提
供
す
る
こ
ざ
に
な

っ
て
屠

る
け
れ
ご
も
、
稀
に
は
種
子
及

び
肥
料
叉
は
種
子
だ
け
、
「叉
は
種
子

ε
.肥
料

の

一
部
ε
を
地
主
よ
り
供
給
す
る
こ
ご
も
あ
る
。
斯
く
て
牧
獲
物
の

分
配
に
至
っ
て
は
、
右
纒
楼
上
の
負
捲
割
合

の
異
る
に
依
り
、
其
の
歩
合

一
様
な
る
を
得
ず
、
地
主

の
負
擢
多
け

れ
ば
其
の
牧
得
歩
合
も
亦
人
な
る
や
勿
論
で
あ
る
。
そ
し
て
術
ほ
そ
の
歩
合
は
、
田
地
な

る
ε
畑
地
な
る
ε
に
依

て
鍵
一り
、前
者
に
於
け
る
方
、
後
者
に
於
け
る
よ
b
も
地
主

の
取
分
多
く
、
更
に
又
、
農
地

の
肥
痩
、
位
置
の
便
否

等
に
よ
り
牧
穫
分
割
歩
合
を
異
に
し
、
土
地
肥

へ
位
世
便
利
な
れ
ば
な
る
ほ
こ
地
主

の
牧
得
歩
合
は
大
で
あ
る
。

け
れ
こ
も
假
り
に
此
等
の
.特
殊
事
情
を
扱
き
に
し
て
、
金
園
普
通
に
行
は
る
》
所
の
標
準
的
の
も
の
に
就

い
て
見

れ
ば
、
地
主
`
小
作
人
ご
年
々
な
る
を
最
も
多
藪
の
例
ε
し
、
・地
主
六
小
作
人
四
、
地
主
三
分
二
小
作
人
三
分

一

ε
い
ふ
順
序

に
於
て
行
は
れ
て
居

る
。

次
に
牧
獲
物
を
分
配
す
る
方
法

に
至

っ
て
も
、
決
し
て

一
様
で
な

い
が
、
大
抵
は
牧
穫
季
節
に
於
て
日
を
定
め

て
地
主

ε
小
作
人
ご
立
會
ひ
、
或
は
作
毛
の
ま
》
地
域
に
從
て
分
配
す

る
か
、
叉
刈
取

つ
た
上
で
束
敷
に
依
り
、
叉

は
扱
落
し
て
敷
量
に
依
て
分
配
す

る
か
の
方
法
を
探
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
刈
取
扱
落
し
其
他
調
製
上
の
勢

嬰
は
小
作
人
に
於
て
之
を
負
櫓
す

る
場
合
も
め
れ
ば
、
地
主
よ
り
其
の
費
用
を
相
當
額
だ
け
報
償
す
る
場
合
も
あ

,



る
。
岡
山
縣
の
藤
田
開
墾
地
に
於
て
は
、
地
主
が
稻
扱
機
を
農
地

に
持
て
行

っ
て
、
其
所
で
小
作
人
の
目
の
前
で

稻
束
を
扱
落
し
て
、
即
座

に
分
配
を
行
ふ
ご
ε
に
な

っ
て
居

る
。
そ
の
稻
扱
機
の
精
巧
な
る
こ
ε
』
相
待

っ
て
藪

に

=
茜
す
る
償
値
あ
b
ご
思
は
れ
る
。

而
し
て
右
述

ぶ
る
所
は
田
畑
に
於
け
る
米
姿
作
其
他
並
旦
通
の
作
物
に
就

い
て
の
こ
蓬
で
あ
る
が
、
術
ほ
黒
樹
、

桑
果
は
特
用
作
物
の
栽
培
に
關
し
て
も
、
分
盆
小
作
制
の
行
は
る
》
例
が
あ
る
。
試
み
に
其

の
實
例
ど
し
て
前
掲

調
査
書
に
掲
げ
ら
れ
た
る
所
を
見

乃
に
、
東
京
府
下
に
在

っ
て
は
、
小
笠
原
島

に
甘
蔗
栽
培
に
閲

し
て
此
の
制
度

が
行
は
れ
て
居

る
。
即
ち
甘
蔗
を
牧
模
す
れ
ば
之
を
下
白
糖
に
製

し
て
其
の
二
割
乃
至
三
割
が
地
主
の
所
得
ε
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
製
糖
に
要
す

る
機
械
器
具
及
び
牛
は
地
主
よ
b
之
を
貸
興
す

る
を
例
ε
す

る
。
.叉
山
梨
縣
下

で
は
東
山
梨
郡
勝
沼
町
に
於
て
、
葡
萄
栽
培
小
作
に
此
法
行
は
れ
、
地
主
は
公
課
を
負
捲
し
、
牧
獲
物
は
地
主
小

作
人
間
に
祈
年
す
る
こ
ご
＼
な

っ
て
居

る
。
次
に
青
森
縣
南
津
軽
郡
大
杉
村
の
林
檎
栽
培
に
於
て
は
、
地
主
は
肥

料
を
供
給
し
叉
施
肥
手
入
等
に
關
す
る
指
圖
を
駕
し
、
小
作
人
は
專
ら
勢
務
に
服
し
、
牧
獲
物
の
六
割
五
分
を
地

主
、
三
割
五
分
を
小
作
人
の
敗
得
す
る
こ
ε
に
な
っ
て
居
る
。
省
ほ
島
根
縣
大
原
郡
幡
屋
村
に
は
桑
園
歩
秀
作
が

行
は
れ
、
叉
同
郡
海
潮
村
及
び
其
の
附
近
で
は
、
三
椏
栽
培
に
際
し
、
地
主
は
山
林
を
小
作
人
に
貸
付
し
、
小
作
人

」.
は
切
替
畑
式
に
之
を
使
用

し
、
先

づ
其
の
雑
木
雑
草
を
伐
倒
し
て
之
を
焼
沸
ひ
、
嬰
蕎
又
は
嚢
苔
を
栽
培
し
、
小

作
人
其

の
敗
穫
を
全
部
取
得
す
る
代
り
、
其
の
型
年
は
之
に
三
種
を
植
付
け
其
後
分
千
人
に
瀾
す

る

一
切
の
勢
務
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論

盤

小
碓
刮
ぐ」小
作
法
〔二
V

第
「
四
巻

〔鑑
二
號

三
一四
)

六
四

を
行
ひ
」
地
主
は
公
課
を
負
撫
し
、
第

一
回
の
牧
穫

に
於
て
地
主
六
小
作
人
四
の
割
合
で
之
を
分
配
し
、
以
後
は

.
牧
穫
を
祈
年
す

る
方
法
が
行
は
れ
て
居

み
。
鹿
足
郡
青
原
村
に
も
之
に
似
た
小
作
が
行
は
れ
て
居

る
。
街
ほ
八
束

郡
に
は
人
参
の
、
仲
間
畑
」
ご
構
す
る
小
作
行
は
れ
、
地
主
は
種
子
肥
料
及
び
栽
培
用
材
料
を
供
給
し
、
牧
獲
物
は

代
金
に
於
℃
六
割
五
分
を
地
主
に
三
割
五
分
を
小
作
人
に
頒

つ
の
で
あ
る
。

其
他
高
知
縣
高
岡
郡
東
津
野
、
西
津
野
、
別
府
、
長
者
等
の
村

々
に
は
楮
三
極
の
切
替
畑
小
作
を
作
分
け
ご
し
、

地
主
よ
り
苗
木
を
供
給
し
た
る
場
合

に
は
、
敗
穫
物
を
折
半
し
、
小
作
人
苗
木
を
栽
培
し
た
る
場
合
に
は
地
圭
三
.

分
の
所
得
ピ
す

る
例
に
な

っ
て
居

る
。
次
に
熊
本
縣
玉
名
郡
小
天
村
の
柑
橘
小
作
も
代
金
分
強
制
の
下
に
行
は
れ

て
居
る
。
地
主
六
小
作
人
四
の
割
合
で
肥
料
其
他
耕
作
費
は
小
作
人
の
負
撚
ε
い
ふ
こ
ご
に
な

っ
て
居
る
。

右
等
の
例
は
何
れ
も
皆
面
白

い
例
で
あ
る
が
、
佃
ほ
此
外
に
も
調
査
に
漏

れ
た
實
例
が
少
く
な

い
で
あ
ら
う
。

要
す
る
に
公
益
小
作
制
な
る
も
の
は
、
上
に
揚
げ
た
る
諸
國
の
實
例
に
就
い
て
見
て
も
解

か
る
通
り
、
之
を
小

作
制
ざ
見
て
も
、
勢
働
契
約
制
ε
見
て
も
、
何
れ
で
も
差
支
な
い
が
、
之
を
小
作
制
ε
見
る
に
於
て
は
、
純
企
業

的
小
作
制
に
比
し
て

一
段
緋
稚
な
も
の
北
る
こ
亡
だ
け
は
否
定
し
難

い
所
に
屡
す
る
。
即
ち
そ
の
小
作
人
は
禾
だ

完
全
な
る
醐
立
の
企
業
家
た
る
資
格
を
具

へ
す
、
寧

ろ
分
盆
勢
働
者

に
よ
り
近
き
も
の
陀
る
だ
け
、
此
の
制
度
の

下
に
於
け
る
小
作
人
の
地

位
に
閲
す

る
論
議
を
試
む
る
際
に
は
、
大
い
に
注
意
を
要
す

る
も
の
あ
る
を
忘
れ
て
は



な
ら

諏
の
で
あ

る
。

而
し
て
此

の
制
度
が
普

通
の
純

企
業
的
小
作
制

に
比

し
て

、
小
作
制

ε
し
て
幼

稚
な

る
だ
け
、
そ

が

一
般
小

作

形
式

ε
し

て
行

は
れ
だ

る
年
代
も
純
企
業

小
作

制

よ
b
も
早

く
、
即

ち
之

れ
に
先

立
て

る
も

の
た

る
を
知

り
得

べ

く

、
獲

て
方
今

諸
国

に
現
存

す

る
も
の
は
、
何

れ

も
醤

時
代

の
遺

物

志
し

て
残
存

せ

る
も

の
た
る
を
謂

ふ

こ
ビ
が

出

來
る

然

し
幼
稚
な

る
形
式

な
れ
ば

ε
て
、

「
概

に
其

の
制
度
ε

し
て

の
効
用

が
少

い
ε

い
ふ
わ

け

に
は
行

か

濾
の
で
あ

る
。

今
後
農

業
界

の
事
情

の
攣

化

は
、
或

は
此

の
制
度

の
基
礎
精

神

ご
す

る
所
を

.
更

に
大

い
に
櫨
充

補

用
せ
ね
ば
な
ら

漁
必
要

を
生

む

か
も
知

れ
な

い
。

少

く

ε
も
此

の
制
度

が
、
前

に
も

一
吉

し
た
や

う

に
、
農
業

本

來
の
性

質
に

ふ
さ
は
し

い
所

を
持

っ
て
居

る
こ

ご
だ
け
は

、
之
を
謂

ひ
得
ら

れ
る
で
あ
ら

う
。

「未
完

)

'
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